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お願い事からの です。

　原稿制作完了後、「業者様からイラストレーターのデータが欲しいと言われました」や「他の印

刷会社で印刷したいのでデータが欲しい」などご連絡をいただく場合がございます。

イラストレーターでのデータの譲渡は基本的にNGとさせていただいておりますが、どうしても必要

という場合もございますので、その場合は有償ですがデータを譲渡させていただいております。

このような場合は原稿制作前にご連絡いただければ幸いです。

　また、著作権の問題もありデザインの著作権は制作者側にあり、データをお渡しする場合は原

稿制作料とは別に、データ譲渡の費用を請求し買い取っていただく形式となります。最近は、フリ

ーランスの方がWEBサイトで受けたお仕事を、イラストレーターで納品したりするケースもございま

すが、書体や写真・著作権の観点から後 ト々ラブルになる場合もございますのでご注意ください。

　以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業様が保有してい

る権利です。デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、またはミュージシャンなど無

形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。皆様のご理解ご協力を

宜しくお願いいたします。

イラストレーターのデータ譲渡に関するお願い


